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条

例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
イ
⑵
中
「
達
す
る
日
」
の
下
に
「
（
以
下
「
一
歳
六
か
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
歳
に

達
す
る
日
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
の
一
歳
に
」
を
「
が
一
歳
に
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
三
第
二
号
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日
」
を
「
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
四

法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日

の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
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は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と

す
る
。

一

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
六

か
月
到
達
日
に
お
い
て
配
偶
者
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

二

当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

第
三
条
第
六
号
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
以
下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
」

を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行

わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
七
号
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当

面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
一
号

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
八
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
翌
年
度
」
を
「
翌
年
度
の
初
日
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
二
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
六
条
第
一
項
中
「
農
村
総
合
整
備
事
業
、
」
及
び
「
、
産
地
づ
く
り
支
援
水
田
高
度
利
用
促
進
事
業
」
を
削
り
、
「
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
十
三
条
の
三
第

三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
三
号

青
森
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

第
一
条
中
「
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
、
「
許
可
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
小
規
模
不
動
産

特
定
共
同
事
業
の
登
録
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
登
録
の
更
新
」
を
加
え
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
手
数
料
の
納
入
）
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第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料

八
万
円

二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者小

規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
登
録
申
請
手
数
料

六
万
円

三

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
登
録
更
新
申
請
手
数
料

六
万
円

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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